
朝日町公式 LINE運用方針 

 

１ 目的 

  朝日町 LINE 公式アカウント（以下、町公式 LINE という。）を開設し、朝日町からのお知ら

せ、イベント情報などに関する総合的な町政情報を発信するとともに、災害などの緊急時の情報

発信の手段として運用方針を定めるものです。 

２ 名称及び URL 

  （１）名称  山形県朝日町（@asahi_town_ymgt） 

  （２）URL  https://lin.ee/DlKrVBm 

  （３）二次元コード 右記画像のとおり 

３ 管理者 

  朝日町政策推進課長 

４ 情報作成者 

  朝日町職員 

５ 情報投稿者 

  政策推進課職員（災害などの緊急時においては、総務課など他課の職員を含む） 

６ 発信する情報 

（１） 防災に関する情報 

（２） 町からのお知らせ、町内のイベント及びおすすめ情報 

（３） その他、町政に関する情報 

７ 運用時間及び利用方法 

（１） 情報の発信は、開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間に不定期で行いま

す。ただし、これ以外の日時においても必要に応じて発信する場合があります。 

（２） 町公式 LINEの利用者（アカウントを友だち追加している方）は、町公式 LINEを自由

に閲覧することができます。 

８ 投稿への対応 

  町公式 LINEは、情報の発信を主な目的とするため、ボット（bot）による自動応答を行う場合

を除き、利用者からのコメント等には原則として個別の対応はしません。 

  町政全般に関するご意見等については、朝日町公式ホームページから（https://www.town.asa 

hi.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=3215）お問い合わせください。 

９ 禁止事項 

  次の禁止事項に該当する事態が発生した場合は、投稿者に予告なく利用者アカウントの通報、

ブロック及び投稿の削除等の措置を取る場合があります。 

（１） 有害なプログラムなど町公式 LINE及びその利用者等に不利益をもたらす情報の投稿 

（２） 町公式 LINEへの成りすまし 

（３） 法令等が遵守されていない投稿 

（４） 広告・宣伝等、その他営利を目的とする投稿 

（５） その他、町が不適切と判断した場合 

https://lin.ee/DlKrVBm
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１０ 個人情報の保護 

  町公式 LINE で取得した個人情報については、朝日町個人情報保護条例（平成 16 年 3 月町条

例第 1号）に基づいて適切に取り扱います。 

１１ 知的財産権 

（１） 町公式 LINEに掲載している個々の情報（文章、写真等）に関する知的財産権は、町又

は町以外の原著作者に帰属します。 

（２） 町公式 LINEの内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など、著作権法上認

められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。なお、町公式 LINEへ

のリンクやシェア機能による情報掲載は、無断での複製・転用には当たりません。 

１２ 免責事項 

（１） 町は、利用者が町公式 LINEの掲載情報を利用又は信用したことにより、利用者又は第

三者が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負いません。 

（２） 町は、利用者により投稿されたコメント等の内容及びコメントへの対応、又は対応しな

かったことによる結果等について、一切の責任を負いません。 

（３） 町は、利用者間又は利用者と第三者のトラブルによって、利用者又は第三者に生じたい

かなる損害についても、一切の責任を負いません。 

（４） 町公式 LINE へのリンクを設定している町以外の方が管理するホームページ等の内容

について、町は一切関与しません。これらリンク元のページに記載されている意見、主

張、立場及び見解は、町の意見、主張、立場及び見解を意味するものではありません。

町は町公式 LINE へのリンクを設定しているリンク元のページの内容及びそれを利用

したことによるいかなる損害についても一切の責任を負いません。 

（５） 町公式 LINEに掲載するリンクから町以外のウェブサイトを利用したことによって、損

害及び損失が発生した場合でも、町はいかなる責任を負いません。 

（６） 町は、当運用方針を予告なく変更することがあります。 

１３ 適用 

   この運用方針は、令和 3年 10月 1日から適用します。 


